
刊行にあたって

　本書は，銀行業務検定試験「金融商品取引３級」の受験参考書として刊

行されたものです。過去の試験問題については『金融商品取引３級問題解

説集』（銀行業務検定協会編）に収録されておりますが，本書は，試験問

題を解くための必要知識について簡潔に解説し，試験合格に向けてのサ

ポート役として活用していただくことを第一義に編集されています。

　多くのリスク性商品を取り扱う金融機関の行職員にとって，その商品の

販売・勧誘に際してのさまざまな法規制，特に金融商品取引法に関する知

識の習得は，日常業務の遂行において必要不可欠なものです。

　銀行業務検定試験「金融商品取引３級」は金融商品取引法を中心とした

金融商品の販売・勧誘等に必要な知識の習得度を判定しようとするもので

すが，日頃の研鑚の成果を試すものとして，ぜひチャレンジすることをお

勧めします。

　本書を『金融商品取引３級問題解説集』と併せて活用し，銀行業務検定

試験「金融商品取引３級」に合格され，日常業務において一層ご活躍され

ることを祈念してやみません。

　2020年２月

経済法令研究会
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第１

証券取引法改正と
金融商品取引法制定の経緯

　…2019年（第143回）・問１
　…2018年（第140回）・問１
　…2017年（第137回）・問１
　…2016年（第134回）・問１

銀行業務検定試験－過去の出題

１ 金融商品取引法の成立および施行 　　　　　

　金融商品取引法（以下「金商法」という）は，2006（平成18）年６月７日

に成立，同月14日に公布され，いくつかの段階的施行を経て，2007（平成

19）年９月30日に全面施行されました。

　同法は，1948（昭和23）年制定の証券取引法（以下「証取法」という）を

全面的に改正するものであり，規制対象を伝統的な有価証券からリスクの

ある一定の金融商品に拡げつつ（第１編第２），有価証券に関する開示規制

（第１編第３），公開買付規制（第１編第４）および大量保有報告制度（第１

編第５）を整備し，また，金融商品取引業者等の登録・監督等の業規制（第

１編第６）や，金融商品取引業者の販売勧誘等に関する行為規制（第１編

第７）を定め，さらに，不公正取引の禁止（第１編第９）のほか証券外務

員制度（第１編第10）や金融商品取引所（第１編第11）をも包括的にカバー

するものです。
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２ 金商法制定の背景　　　　　　　 　　　　　

　改正の背景としては，以下のものが挙げられます。

　①�　デリバティブ等の金融技術（イノベーション）の発展により，既存

の利用者保護の制度ではカバーすることができない金融商品が出現し

て，利用者に被害が生じる実態が発生してきたこと

　②�　業態別の縦割り型規制のもとで，ある金融商品がどの法律，どの監

督官庁の所管か明確でないために，有効な規制がなされないことによ

り投資家保護が十分に図れず，あるいは，法的取扱いの不安定さによ

り新商品開発の動きが阻害されるという弊害が発生してきたこと

　③�　「貯蓄から投資へ」の流れを受け，公正かつ円滑な資本市場を確保し，

市場の信頼性・効率性・透明性を向上することが課題となっていたこ

と

　④�　金融 ･資本市場のグローバル化のなかで，わが国の市場としての競

争力を高めるために，そのインフラ整備を進める必要があったこと

３ 金商法の考え方　　　　　　　　 　　　　　

　金商法は，従来の証取法の基本的枠組みを維持しつつ，規制の「横断化」

および「柔軟化」を図ることを主たる目的とします。

　⑴　規制の「横断化」

　縦割り規制の弊害への対応として，規制の「横断化」が図られています。

具体的には，業規制が適用される者として「金融商品取引業者」を定め，

さらに「第一種金融商品取引業」，「第二種金融商品取引業」，「投資助言・

代理業」および「投資運用業」の４類型に区分しました（第１編第６）。
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　⑵　規制の「柔軟化」

　業規制の「柔軟化」を図るべく，上記「金融商品取引業者」の４類型に

応じた業規制（参入規制，財産規制，主要株主規制，業務範囲規制）を定め

ました。また，投資家の性質に応じた行為規制の「柔軟化」を実現するた

めに「特定投資家」の概念を設け（第１編第７），投資者保護ルール（第１

編第７）の適用において一定の区別をしました。

　さらに，金商法は，従来の証取法での規制が十分でなかった部分につき

“抜け穴”をふさぐ趣旨で，以下のとおり各制度につき規定の新設または

見直しを行っています。

　①　投資ファンド等に対する規制の強化（第１編第２，６）

　②　開示制度の見直し（第１編第３）

　③　公開買付制度，大量保有報告制度の見直し（第１編第４，５）

　④　金融商品取引所制度の見直し（第１編第11）

４ 金商法制定に伴う廃止法律，改正法律およびその後の改正の動向

　⑴　金商法制定に伴う廃止法律，改正法律

　規制の横断化を企図する金商法の制定により，同法に組み込まれる形で，

「外国証券業者に関する法律」，「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関

する法律」，「抵当証券業の規制等に関する法律」および「金融先物取引法」

が廃止されました。

　また，投資性の強い一定の商品を対象として金商法が採用する利用者保

護ルールと同様の規制を行うべく，「銀行法」，「長期信用銀行法」，「信用

金庫法」，「中小企業等協同組合法」，「信託業法」，「保険業法」，「商品取引

所法」および「不動産特定共同事業法」が金商法を準用する形で一部改正

され，その他にも「商品投資に係る事業の規制に関する法律」など多くの
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関係法律が一部改正されています。

　⑵　平成20年金商法改正

　「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（以下「平成20年改正法」とい

う）が2008（平成20）年６月13日に公布されました。

　平成20年改正法により，金商法のほか，銀行法，保険業法，ならびに投

資信託及び投資法人に関する法律などが改正されました。その概要は以下

のとおりです。

　①　多様な資産運用・調達機会の提供を目的とした改正

　具体的には，プロ向け市場の創設（第１編第３），ＥＴＦ（上場投資信託）

の多様化（第３編第２），金融商品取引所の業務範囲の見直しです。

　②　多様で質の高い金融サービスの提供を目的とした改正

　具体的には，銀行・証券・保険会社間のファイアーウォール規制の見直

し，利益相反管理体制の構築，銀行等の業務範囲の拡大です。

　③　公正・透明で信頼性のある市場の構築を目的とした改正

　具体的には，課徴金制度の見直し（第１編第３）です。

　⑶　平成21年金商法および商品取引所法改正

　「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が2009（平成21）年６月24

日に公布され，一部を除いて2010（平成22）年４月１日に施行されました。

本法による改正は，信用格付業者に対する規制の導入（無登録業者による

格付を利用した勧誘の制限に係る規定），金融分野における裁判外紛争解決

制度（金融ＡＤＲ制度）の創設（金融機関による指定紛争解決機関の利用に係

る規定），特定投資家（プロ）と一般投資家（アマ）の移行手続の見直し，

有価証券店頭デリバティブへの分別管理義務の導入，金融商品取引所と商

品取引所の相互乗入れ，社債等の発行登録制度の見直し（第１編第３），「有

価証券の売出し」定義の見直し（第１編第３）をその内容としています。

　「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改
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